
Muestre este documento en la ventanilla de la 

municipalidad.      
Sobre la emisión de la constancia del impuesto (documento suplementario) relacionada 

con el Subsidio por escolaridad para las escuelas secundarias superiores y otros institutos     
◆  Para los tutores que solicitan el Subsidio por escolaridad 

presentando la constancia del impuesto (exoneración del impuesto)  
Cuando Usted va por la constancia del impuesto (o exención del 

impuesto), muestre este documento al departamento encargado de la 

municipalidad en donde vive.   



この書類を市町村役場の 
窓口に提出してください 

 

高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)の 

発行について 

◆ 課税(非課税)証明書で就学支援金の申請をする保護者の方へ    

課税（非課税）証明書の発行を受ける際には、この用紙

を、お住まいの市区町村の税担当部署に提示してください。 

◆ 市区町村の税担当部署の方へ               

この用紙の提示を受けましたら、課税（非課税）証明書に

加えて、裏面の「高等学校等就学支援金に係る課税証明書

（補足）」またはこれに代わる書面を発行していただきます

ようお願いします。 
 

※ 課税（非課税）証明書により、「課税所得額（課税標準額）」及び「調整控除の

額」の確認ができる場合は、裏面の様式の発行は不要です。 
 
※ 裏面の様式を発行する場合は、書面の真正性の確保の観点から、原則、公印を

押印してください。 
  
  万が一、公印の押印が難しい場合は、通常の再生紙等ではなく、各市町村で発

行されたことが分かる用紙（レターヘッド付き用紙や偽造・改ざん防止処理を施

した用紙等に印刷したもの等）を使用してください。 

  上記の用紙の使用も難しい場合は、少なくとも、市区町村名や担当部局課名の

欄に、市区町村名や担当部局課名のゴム印を押印して発行してください。 

 

問合せ先 神奈川県立○○○○学校 事務室 電話 000-0000-0000 



          殿 
（氏名） 

 

高等学校等就学支援金に係る課税証明書（補足） 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律その他の関係法令に基づき実施され

る、高等学校等就学支援金の支給に関して、その申込等の手続きのため照会があっ

た事項のうち、添付の課税証明書等に記載のない以下の事項（マイナンバー制度に

おいて情報連携を行うデータ項目等を定めた「データ標準レイアウト様式 B-002

（地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項に関する情報）」における定義によるものとしま

す。）については、下記の通りです。 

 

令和 ４ 年度（令和 ３ 年分）の所得等 

 

 課税所得額（課税標準額）        円 
※ 課税総所得金額やその他の課税所得金額が課税証明書に記載されており、これらを合計すること

により課税所得額（課税標準額）が分かる場合には記載の必要はありません。 

（税額控除 内訳） 

 調整控除の額              円 
  ※市町村民税相当分 

 

 

 

 

日付   令和  年  月  日 

市区町村名            

担当部局課名           

 

公印 


